
 

 

ら、出願品種のテストガイドラインを参照するなどして、準備しておくことが望ま

しい。 

(3) 栽培方法の検討 

日本と台湾とでは気候条件等が異なり、植物の種類・品種によって、台湾におい

て出願品種の特性が十分に発現しないことが想定されるので、出願品種の栽培方法

や栽培上の注意点等を検討し、植物品種説明書等に記載して十分に伝達することが

必要であると考えられる。 

 

３ 出願後の確認・留意事項 

(1) 補正・指示等への迅速な対応 

主管機関等から補正・指示等があった場合には、期間を遵守するとともに、スム

ーズな審査のために、できるかぎり迅速に対応することが重要である。 

(2) 試験試料の提出 

ＤＵＳテストの試験試料となる植物体の提出について、通関・植物防疫上の制限

を確認し、主管機関から提出の指示があったにもかかわらず、提出することができ

ない事態を避けられるようにすることが必要である。 
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第５ 添付資料 

① 植物品種及び種苗法 

 

第１章 一般原則 

 

第１条 この法律は、品種権を保護し、品種改良を促進し、種苗管理を実施するために、

農民の利益を促進し、農業開発に利益をもたらすために制定する。この法律に規定され

ていない事項については、他の法律の規定を適用する。 

 

第２条 この法律において「主管機関」とは、中央政府においては行政院農業委員会、直

轄市においては直轄市政府、県（市）においては県（市）政府をいう。 

 

第３条 この法律において使用される用語は、以下のとおり定義する。 

１ 「品種」は、最も低いランクの植物分類群内の植物群で、単一の遺伝子型又は遺伝子

型の組合せによってその特性を表現するものであるとともに、他の植物群からの少なく

とも１つの特性によって区別することができ、指定された繁殖方法の下でその主な特性

を保持しつつ繁殖させることができる一つの植物群をいう。  

２ 「遺伝子組換え技術」とは、植物が外来遺伝子の特性を発現するように遺伝子組換え

現象を引き起こす遺伝子工学や分子生物学などの技術を用いて外来遺伝子を植物細胞に

導入することをいう。ただし、伝統的な交雑、突然変異、体外受精、植物分類学の科以

下の細胞及びプロトプラスト融合、体細胞突然変異又は染色体倍加技術を含まない。 

３ 「遺伝子組換え植物」とは、遺伝子組換え技術によって得られる植物、種子及びその

派生物後代をいう。 

４ 「育種者」とは、品種の育成又は品種の発見及び開発に従事する者をいう。 

５ 「種苗」とは、植物体の全部又はその一部で、繁殖又は栽培の用に供されるものをい

う。 

６ 「種苗業者」とは、種苗の育種、繁殖、輸出入又は販売の事業に従事する事業者をい

う。 

７ 「販売」とは、一定の価格で売買する行為又は交換する行為をいう。 

８ 「普及」とは、他者に対して、種苗を採用するように紹介、提供する行為をいう。 

 

第４条 この法律を適用する植物の種類は、中央主管機関が公告する種子植物、シダ類、

及びその他の特定の植物とする。 

 

第５条 「品種申請権」とは、この法律により品種権を申請することのできる権利をいう。 
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２ 「品種申請権者」とは、この法律で別段の定めがあるときを除き、又は契約に別段の

定めがない限り、育種者、育成者の譲受人又は承継人をいう。 

 

第６条 品種申請権及び品種権は、譲渡又は承継することができる。 

３ 品種権を譲受又は承継した者が当該品種権を申請するとき、その者は、育成者の氏名

を明記し、その譲受又は承継を証明する証拠書類を添付しなければならない。 

４ 品種申請権及び品種権の譲渡又は承継は、登記によらなければ、善意の第三者に対抗

することができない。  

 

第７条 品種申請権は、質権の対象となることができない。 

２ 品種権を対象とする質権者は、契約に別段の定めがない限り、当該品種権を行使する

ことができない。 

 

第８条 従業員が職務上育成した品種又は従業員が発見し開発した品種は、契約に別段の

定めがあるときを除き、当該従業員の雇用者がその品種申請権及び品種権を所有する。

ただし、雇用者は適切な奨励又は報酬を従業員に与えなければならない。 

２ 前項にいう職務上育成した品種又は発見し開発した品種とは、従業員が雇用期間内に

仕事を完了した品種をいう。 

３ 一方が出資して他者に育種を依頼するときは、その品種申請権と品種権の帰属は、双

方の契約の定めによる。契約の定めがないときは、品種申請権と品種権は、品種の育成

者に属する。ただし、出資者はその品種を利用することができる。 

４ 第１項及び第３項の規定により、品種申請権及び品種権が雇用者又は出資者に帰属す

るときは、品種育成者は氏名表示権を享有する。 

 

第９条 従業員が職務上でなく育成した品種又は発見し開発した品種については、従業員

は、その品種の申請権及び品種権を取得する。ただし、品種に雇用者の資源又は経験を

利用したときは、雇用者は、その従業員に合理的な報酬を支払った後、その品種をその

事業に利用することができる。 

２ 従業員は、職務上でない品種を完成したときは、雇用者に書面で通知しなければなら

ない。必要なときは、従業員は、品種の育成又は発見及び開発の過程を雇用者に告知し

なければならない。 

３ 雇用者は、前項の書面による通知の到達後６か月以内に、従業員に異議をとなえなか

ったときは、当該品種が従業員の職務上で完成したと主張することはできない。 

 

第10条 前条における雇用者と従業員の間で従業員が品種申請権及び品種権を享有するこ

とができない旨の契約を締結したときは、その契約は無効とする。 

第11条 外国人の所属する国と中華民国が品種権保護の国際条約、組織に共同参加してい

ないとき、相互品種権保護の条約若しくは協定がないとき、団体若しくは機構による相

互の中央主管機関による品種権保護の協議がないとき、又は中華民国国民に対して品種

権保護申請を受理しないときは、その品種権の申請の受理を拒否することができる。 

 

第２章 品種権の申請 

 

第12条 新規性、区別性、均一性、安定性及び一つの適当な品種名称を備えた品種は、本

法により品種権を申請することができる。 

２ 前項にいう新規性とは、品種登録申請日より前に、品種申請権者自ら又は他人が品種

申請権者から同意を得て、その種苗又は収穫物を販売又は普及した場合に、その販売又

は普及から、国内において１年を超過しておらず、国外において、木本又は多年生つる

植物のときには６年を超過しておらず、その他のときは４年を超過していないものをい

う。 

３ 第１項にいう区別性は、品種の１つ以上の特性を用いて、申請日の前に国内若しくは

国外で流通している品種又は品種権を取得した品種と区別でき、かつその特性が識別及

び叙述できるものをいう。 

４ 第１項にいう均一性は、一つの品種の特性が、予期できる自然変異を除いて、個体間

の表現が一致するものをいう。 

５ 第１項にいう安定性は、一つの品種が指定された繁殖方法の下で、繰り返し繁殖させ

た後又は特定の繁殖周期を経過した後においても、その主要な特性を維持し変わらない

ものをいう。 

 

第13条 前条の品種名称は、次の各号のいずれかに該当する場合には、品種権の申請をす

ることができない。  

１ 数字の表示だけである。  

２ 同一又は近縁の植物の種類の品種名称と同一又は類似している。  

３ 品種の特性や育種者の身分に関して、混同や誤認のおそれがある。  

４ 公序良俗に反する。  

 

第14条 品種権を申請するには、申請書に記入し、品種説明書を添付し、関連する証拠書

類を中央主管機関に提出しなければならない。  

２ 品種説明書には、次の事項を記載しなければならない。  

(1) 申請人の氏名、住所、居所、法人又は団体の場合には、その名称、事務所若しくは

営業所、代表人若しくは管理人の氏名、住所及び居所 

(2) 品種の種類 
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２ 「品種申請権者」とは、この法律で別段の定めがあるときを除き、又は契約に別段の

定めがない限り、育種者、育成者の譲受人又は承継人をいう。 

 

第６条 品種申請権及び品種権は、譲渡又は承継することができる。 

３ 品種権を譲受又は承継した者が当該品種権を申請するとき、その者は、育成者の氏名

を明記し、その譲受又は承継を証明する証拠書類を添付しなければならない。 

４ 品種申請権及び品種権の譲渡又は承継は、登記によらなければ、善意の第三者に対抗

することができない。  

 

第７条 品種申請権は、質権の対象となることができない。 

２ 品種権を対象とする質権者は、契約に別段の定めがない限り、当該品種権を行使する

ことができない。 

 

第８条 従業員が職務上育成した品種又は従業員が発見し開発した品種は、契約に別段の

定めがあるときを除き、当該従業員の雇用者がその品種申請権及び品種権を所有する。

ただし、雇用者は適切な奨励又は報酬を従業員に与えなければならない。 

２ 前項にいう職務上育成した品種又は発見し開発した品種とは、従業員が雇用期間内に

仕事を完了した品種をいう。 

３ 一方が出資して他者に育種を依頼するときは、その品種申請権と品種権の帰属は、双

方の契約の定めによる。契約の定めがないときは、品種申請権と品種権は、品種の育成

者に属する。ただし、出資者はその品種を利用することができる。 

４ 第１項及び第３項の規定により、品種申請権及び品種権が雇用者又は出資者に帰属す

るときは、品種育成者は氏名表示権を享有する。 

 

第９条 従業員が職務上でなく育成した品種又は発見し開発した品種については、従業員

は、その品種の申請権及び品種権を取得する。ただし、品種に雇用者の資源又は経験を

利用したときは、雇用者は、その従業員に合理的な報酬を支払った後、その品種をその

事業に利用することができる。 

２ 従業員は、職務上でない品種を完成したときは、雇用者に書面で通知しなければなら

ない。必要なときは、従業員は、品種の育成又は発見及び開発の過程を雇用者に告知し

なければならない。 

３ 雇用者は、前項の書面による通知の到達後６か月以内に、従業員に異議をとなえなか

ったときは、当該品種が従業員の職務上で完成したと主張することはできない。 

 

第10条 前条における雇用者と従業員の間で従業員が品種申請権及び品種権を享有するこ

とができない旨の契約を締結したときは、その契約は無効とする。 

第11条 外国人の所属する国と中華民国が品種権保護の国際条約、組織に共同参加してい

ないとき、相互品種権保護の条約若しくは協定がないとき、団体若しくは機構による相

互の中央主管機関による品種権保護の協議がないとき、又は中華民国国民に対して品種

権保護申請を受理しないときは、その品種権の申請の受理を拒否することができる。 

 

第２章 品種権の申請 

 

第12条 新規性、区別性、均一性、安定性及び一つの適当な品種名称を備えた品種は、本

法により品種権を申請することができる。 

２ 前項にいう新規性とは、品種登録申請日より前に、品種申請権者自ら又は他人が品種

申請権者から同意を得て、その種苗又は収穫物を販売又は普及した場合に、その販売又

は普及から、国内において１年を超過しておらず、国外において、木本又は多年生つる

植物のときには６年を超過しておらず、その他のときは４年を超過していないものをい

う。 

３ 第１項にいう区別性は、品種の１つ以上の特性を用いて、申請日の前に国内若しくは

国外で流通している品種又は品種権を取得した品種と区別でき、かつその特性が識別及

び叙述できるものをいう。 

４ 第１項にいう均一性は、一つの品種の特性が、予期できる自然変異を除いて、個体間

の表現が一致するものをいう。 

５ 第１項にいう安定性は、一つの品種が指定された繁殖方法の下で、繰り返し繁殖させ

た後又は特定の繁殖周期を経過した後においても、その主要な特性を維持し変わらない

ものをいう。 

 

第13条 前条の品種名称は、次の各号のいずれかに該当する場合には、品種権の申請をす

ることができない。  

１ 数字の表示だけである。  

２ 同一又は近縁の植物の種類の品種名称と同一又は類似している。  

３ 品種の特性や育種者の身分に関して、混同や誤認のおそれがある。  

４ 公序良俗に反する。  

 

第14条 品種権を申請するには、申請書に記入し、品種説明書を添付し、関連する証拠書

類を中央主管機関に提出しなければならない。  

２ 品種説明書には、次の事項を記載しなければならない。  

(1) 申請人の氏名、住所、居所、法人又は団体の場合には、その名称、事務所若しくは

営業所、代表人若しくは管理人の氏名、住所及び居所 

(2) 品種の種類 
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(3) 品種の名称 

(4) 品種の来歴 

(5) 品種の特性 

(6) 品種の育種及び発見の経過 

(7) 栽培試験報告 

(8) 栽培の注意すべき事項 

(9) その他の関連事項 

３ 品種名称は、中国語で、ローマ字の訳をつけて書かなければならない。外国で育成し

た品種は、ローマ字の品種名称及び中国語の名称を書かなければならない。  

 

第15条 共有者の品種申請権は、共有者全員により申請を提出しなければならない。  

 

第16条 品種権申請における申請日とは、申請書、品種説明書及び関連する証拠書類を全

て提出した日とする。 

２ 品種権申請の書類が不完全であるか、又はその記載が不十分である場合には、中央主

管機関は、申請の不備の理由を明確にし、申請者に対して補正期限を通知しなければな

らない。その期限内に補正されないときは、中央主管機関は、申請を受理してはならな

い。 その期間内に補正されたときは、補正した日を申請日とする。 

 

第17条 同一品種について、中華民国と相互に優先権を承認している国又は世界貿易機関

加盟国において、最初に品種権を申請し、その申請日の次の日から12か月以内に、中華

民国において品種権の申請を提出する者は、優先権を主張することができる。 

２ 前項の規定により優先権を主張する者は、申請時に声明を提出し、また、申請日の翌

日から４か月以内に前項の国家又は世界貿易機関加盟国による受理を証明した申請文書

を添付しなければならない。違反した場合は、優先権を喪失する。 

３ 優先権を主張するときは、品種権の要件の審査は、優先権の日を基準とする。  

 

第18条 同一品種について複数の者が別々に品種の申請を行うときは、最初の申請者が優

先する。ただし、後の申請者が先の申請者よりも早い優先権の日を主張するときはこの

限りでない。  

２ 前項の申請日と優先日が同じ日であるときは、両申請者に対して、両申請者間でこの

問題について協議するよう通知するものとする。協議が不成立のときは、品種権はいず

れにも付与されない。  

 

第19条 中央主管機関が品種権の申請を受理するときは、その申請日の翌日から１か月以

内に以下の事項を公開しなければならない。  

(1) 申請番号及び申請日 

(2) 申請者の氏名又は名称及び住所 

(3) 申請品種権を申請する品種の所属する植物の種類及び品種名称 

(4) その他必要な事項  

２ 申請者は、品種権の申請の公開後に、申請者が書面で通知を行ったにもかかわらず登

録公告前に当該品種の商業的使用を継続した者に対して、品種権取得後に適当な補償金

を請求することができる。 

３ 前項に定める申請者は、品種権の申請がすでに公開されていることを明らかに知って

おり、かつ品種の登録公告の前に当該品種の商業的使用を継続する者に対しても、前項

の請求を行うことができる。  

４ 前２項の補償金の請求権は、公告の日から２年間行使しないときは、消滅する。  

 

第20条 中央主管機関は、品種権の申請を審査するために、必要なときは、品種の特性を

検定するために必要な材料及びその他の関連する資料を、指定された期間内に提出する

よう申請者に通知することができる。 

２ 品種権申請案の審査後に、中央主管機関は、審定書を作成し、審定理由を明確に記載

した上で、審査結果を申請者に通知しなければならない。また、審査要件を満たした品

種は、登録公告をしなければならない。  

 

第21条 中央主管機関は、品種権の申請、撤回し及び廃止案を審査するために、品種審議

委員会を設置しなければならない。 

２ 前項の審議委員会は、５名から７名の委員により構成される。委員の選任は、中央主

管機関が品種審議法規又は栽培技術等に係る研究及び経験の豊富な専門家を招聘するこ

とによって決める。その組織及び審査方法は中央主管機関がこれを定める。  

 

第３章 品種権 

 

第22条 品種権の申請は、登録公告の日から品種権の効力を発生する。  

 

第23条 木本植物又は多年生つる植物の品種権の期間は25年とし、その他の植物の品種権

の期間は20年とし、いずれも登録公告の日から起算する。 

 

第24条 品種権者は、他人が同意なしに、その品種権を取得した種苗に関して、次の行為

を排除する権利を専有する。 

(1) 生産又は繁殖 

(2) 繁殖を目的とする調整 
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(3) 品種の名称 

(4) 品種の来歴 

(5) 品種の特性 

(6) 品種の育種及び発見の経過 

(7) 栽培試験報告 

(8) 栽培の注意すべき事項 

(9) その他の関連事項 

３ 品種名称は、中国語で、ローマ字の訳をつけて書かなければならない。外国で育成し

た品種は、ローマ字の品種名称及び中国語の名称を書かなければならない。  

 

第15条 共有者の品種申請権は、共有者全員により申請を提出しなければならない。  

 

第16条 品種権申請における申請日とは、申請書、品種説明書及び関連する証拠書類を全

て提出した日とする。 

２ 品種権申請の書類が不完全であるか、又はその記載が不十分である場合には、中央主

管機関は、申請の不備の理由を明確にし、申請者に対して補正期限を通知しなければな

らない。その期限内に補正されないときは、中央主管機関は、申請を受理してはならな

い。 その期間内に補正されたときは、補正した日を申請日とする。 

 

第17条 同一品種について、中華民国と相互に優先権を承認している国又は世界貿易機関

加盟国において、最初に品種権を申請し、その申請日の次の日から12か月以内に、中華

民国において品種権の申請を提出する者は、優先権を主張することができる。 

２ 前項の規定により優先権を主張する者は、申請時に声明を提出し、また、申請日の翌

日から４か月以内に前項の国家又は世界貿易機関加盟国による受理を証明した申請文書

を添付しなければならない。違反した場合は、優先権を喪失する。 

３ 優先権を主張するときは、品種権の要件の審査は、優先権の日を基準とする。  

 

第18条 同一品種について複数の者が別々に品種の申請を行うときは、最初の申請者が優

先する。ただし、後の申請者が先の申請者よりも早い優先権の日を主張するときはこの

限りでない。  

２ 前項の申請日と優先日が同じ日であるときは、両申請者に対して、両申請者間でこの

問題について協議するよう通知するものとする。協議が不成立のときは、品種権はいず

れにも付与されない。  

 

第19条 中央主管機関が品種権の申請を受理するときは、その申請日の翌日から１か月以

内に以下の事項を公開しなければならない。  

(1) 申請番号及び申請日 

(2) 申請者の氏名又は名称及び住所 

(3) 申請品種権を申請する品種の所属する植物の種類及び品種名称 

(4) その他必要な事項  

２ 申請者は、品種権の申請の公開後に、申請者が書面で通知を行ったにもかかわらず登

録公告前に当該品種の商業的使用を継続した者に対して、品種権取得後に適当な補償金

を請求することができる。 

３ 前項に定める申請者は、品種権の申請がすでに公開されていることを明らかに知って

おり、かつ品種の登録公告の前に当該品種の商業的使用を継続する者に対しても、前項

の請求を行うことができる。  

４ 前２項の補償金の請求権は、公告の日から２年間行使しないときは、消滅する。  

 

第20条 中央主管機関は、品種権の申請を審査するために、必要なときは、品種の特性を

検定するために必要な材料及びその他の関連する資料を、指定された期間内に提出する

よう申請者に通知することができる。 

２ 品種権申請案の審査後に、中央主管機関は、審定書を作成し、審定理由を明確に記載

した上で、審査結果を申請者に通知しなければならない。また、審査要件を満たした品

種は、登録公告をしなければならない。  

 

第21条 中央主管機関は、品種権の申請、撤回し及び廃止案を審査するために、品種審議

委員会を設置しなければならない。 

２ 前項の審議委員会は、５名から７名の委員により構成される。委員の選任は、中央主

管機関が品種審議法規又は栽培技術等に係る研究及び経験の豊富な専門家を招聘するこ

とによって決める。その組織及び審査方法は中央主管機関がこれを定める。  

 

第３章 品種権 

 

第22条 品種権の申請は、登録公告の日から品種権の効力を発生する。  

 

第23条 木本植物又は多年生つる植物の品種権の期間は25年とし、その他の植物の品種権

の期間は20年とし、いずれも登録公告の日から起算する。 

 

第24条 品種権者は、他人が同意なしに、その品種権を取得した種苗に関して、次の行為

を排除する権利を専有する。 

(1) 生産又は繁殖 

(2) 繁殖を目的とする調整 
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(3) 販売のための申出 

(4) 販売又はその他のマーケティング 

(5) 輸出又は輸入 

(6) 前５号の目的のための保有 

２ 品種権者は、自ら品種権を有する種苗に関して、当該品種の種苗を利用して得られた

収穫物について、当該品種権者の同意なしになされた前項各号の行為を排除する権利を

専有する。 

３ 品種権者は、自ら品種権を有する種苗に関して、前項の収穫物を利用して得られた直

接の加工物について、当該品種権者の同意なしになされた前項各号の行為を排除する権

利を専有する。ただし、主管機関が公表した植物の種類に限る。  

４ 前２項の権利行使は、品種権者が第１項各号の行為について権利を行使するための合

理的な機会がなかったときに限る。  

 

第25条 前条の品種権の適用範囲は、以下の従属品種に及ぶ。 

(1) 植物の品種権のある品種から実質派生する品種であって、当該品種がその他の品種

から実質派生したものであってはならない。 

(2) 品種権のある品種と比較して明らかな区別性のない品種 

(3) 当該従属品種を生産するために、品種権のある品種を反復使用しなければならない

品種 

２ 本法の修正の施行前に、従属品種の存在が周知のものであったときは、品種権の効力

は及ばない。  

３ 第１項第１号にいう実質派生品種は、次の要件を満たさなければならない。  

(1) 元の品種、又は元の品種に本質的に由来する品種から育成されたもの 

(2) 元の品種と比較して明らかな区別性があるもの 

(3) 育成行為から生じた差異のほかは、元の品種の遺伝子型又は遺伝子型の組合せによ

って表される特性を保持しているもの 

 

第26条 品種権の保護は、次の各号の行為には及ばない。  

(1) 個人の非営利目的の行為 

(2) 実験、研究の目的の行為 

(3) その他の品種の育成を目的とする行為。ただし、前条第１項の従属品種の育成を目

的とする行為は含まない。  

(4) 農民が品種権のある品種又は前条第１項第１号及び第２号の従属品種の種苗から得

た収穫物の種子を自家用に保存する行為 

(5) 農民の委託を受けて、農民に繁殖材料を提供する目的で、品種権のある品種又はそ

の従属品種の繁殖材料から得られた収穫物について、育苗調整に従事する行為。 

(6) 品種権者が自ら若しくはその同意を得て行う品種権のある品種又はその従属品種の

国内販売又はその他の流通行為 。 

(7) 前号に掲げる材料から派生するあらゆる材料に関する行為。ただし、当該品種の更

なる繁殖行為は含まない。  

２ 食品安全の確保のため、前項第４号、第５号の適用は、中央主管機関が公表した植物

の種類に限る。  

３ 第１項にいう材料とは、植物品種のあらゆる繁殖材料、収穫物及び収穫物のあらゆる

直接加工物をいう。その中の収穫物は、植物の全部又は一部を含む。 

４ 第１項第６号及び第７号に掲げる行為は、当該品種の繁殖材料を当該植物の属又は種

を保護しない国に輸出する行為を含まない。ただし、最終消費を目的とするときはこの

限りでない。 

 

第27条 品種権は、他者に実施を授権することができる。  

２ 品種権の他者への実施の授権又は質権の設定は、中央主管機関に登記しなければなら

ない。登記しなければ、善意の第三者に対抗することができない。  

 

第28条 品種権の共有者は３分の２以上の共有者の同意がなければ、部分譲与又は他者に

実施を授権又は質権を設定することはできない。ただし、約定があるときはその約定に

従う。  

 

第29条 品種権者は、授権者又は質権者の同意を得ずに、その権利を放棄することはでき

ない。  

 

第30条 国家の重大な情勢、公益の非営利使用増進又は申請者が合理的な商業条件で相当

期間内に授権協議ができなかったときに対応するため、中央主管機関は、申請により、

品種権の実施に特別許可を下すことができる。その実施は、国内市場の需要を満足させ

ることを主な目的としなければならない。 

２ 特許実施は、非独占的かつ移転不可能なものに限り、実施期間を明確に定めなければ

ならず、その期間は４年を超えることはできない。 

３ 品種権者が競争制限又は不公正競争の疑いがあるときは、裁判所の判決又は行政院の

公正取引委員会の処分確定により、第１項に定める状況がなくても、中央主管機関は申

請により、当該申請者に品種権実施を特許することができる。 

４ 中央主管機関は、特許実施申請書を受理した後、申請書の副本を品種権者に送達し、

３か月以内に弁明の期限を限る。指定された期限内に弁明がないときは、その処理を行

うことができる。 

５ 特許実施は、同一品種について他者がその実施権を再取得することを妨げるものでは

36

P000-139.indd   36 2018/08/14   10:25:22



(3) 販売のための申出 

(4) 販売又はその他のマーケティング 

(5) 輸出又は輸入 

(6) 前５号の目的のための保有 

２ 品種権者は、自ら品種権を有する種苗に関して、当該品種の種苗を利用して得られた

収穫物について、当該品種権者の同意なしになされた前項各号の行為を排除する権利を

専有する。 

３ 品種権者は、自ら品種権を有する種苗に関して、前項の収穫物を利用して得られた直

接の加工物について、当該品種権者の同意なしになされた前項各号の行為を排除する権

利を専有する。ただし、主管機関が公表した植物の種類に限る。  

４ 前２項の権利行使は、品種権者が第１項各号の行為について権利を行使するための合

理的な機会がなかったときに限る。  

 

第25条 前条の品種権の適用範囲は、以下の従属品種に及ぶ。 

(1) 植物の品種権のある品種から実質派生する品種であって、当該品種がその他の品種

から実質派生したものであってはならない。 

(2) 品種権のある品種と比較して明らかな区別性のない品種 

(3) 当該従属品種を生産するために、品種権のある品種を反復使用しなければならない

品種 

２ 本法の修正の施行前に、従属品種の存在が周知のものであったときは、品種権の効力

は及ばない。  

３ 第１項第１号にいう実質派生品種は、次の要件を満たさなければならない。  

(1) 元の品種、又は元の品種に本質的に由来する品種から育成されたもの 

(2) 元の品種と比較して明らかな区別性があるもの 

(3) 育成行為から生じた差異のほかは、元の品種の遺伝子型又は遺伝子型の組合せによ

って表される特性を保持しているもの 

 

第26条 品種権の保護は、次の各号の行為には及ばない。  

(1) 個人の非営利目的の行為 

(2) 実験、研究の目的の行為 

(3) その他の品種の育成を目的とする行為。ただし、前条第１項の従属品種の育成を目

的とする行為は含まない。  

(4) 農民が品種権のある品種又は前条第１項第１号及び第２号の従属品種の種苗から得

た収穫物の種子を自家用に保存する行為 

(5) 農民の委託を受けて、農民に繁殖材料を提供する目的で、品種権のある品種又はそ

の従属品種の繁殖材料から得られた収穫物について、育苗調整に従事する行為。 

(6) 品種権者が自ら若しくはその同意を得て行う品種権のある品種又はその従属品種の

国内販売又はその他の流通行為 。 

(7) 前号に掲げる材料から派生するあらゆる材料に関する行為。ただし、当該品種の更

なる繁殖行為は含まない。  

２ 食品安全の確保のため、前項第４号、第５号の適用は、中央主管機関が公表した植物

の種類に限る。  

３ 第１項にいう材料とは、植物品種のあらゆる繁殖材料、収穫物及び収穫物のあらゆる

直接加工物をいう。その中の収穫物は、植物の全部又は一部を含む。 

４ 第１項第６号及び第７号に掲げる行為は、当該品種の繁殖材料を当該植物の属又は種

を保護しない国に輸出する行為を含まない。ただし、最終消費を目的とするときはこの

限りでない。 

 

第27条 品種権は、他者に実施を授権することができる。  

２ 品種権の他者への実施の授権又は質権の設定は、中央主管機関に登記しなければなら

ない。登記しなければ、善意の第三者に対抗することができない。  

 

第28条 品種権の共有者は３分の２以上の共有者の同意がなければ、部分譲与又は他者に

実施を授権又は質権を設定することはできない。ただし、約定があるときはその約定に

従う。  

 

第29条 品種権者は、授権者又は質権者の同意を得ずに、その権利を放棄することはでき

ない。  

 

第30条 国家の重大な情勢、公益の非営利使用増進又は申請者が合理的な商業条件で相当

期間内に授権協議ができなかったときに対応するため、中央主管機関は、申請により、

品種権の実施に特別許可を下すことができる。その実施は、国内市場の需要を満足させ

ることを主な目的としなければならない。 

２ 特許実施は、非独占的かつ移転不可能なものに限り、実施期間を明確に定めなければ

ならず、その期間は４年を超えることはできない。 

３ 品種権者が競争制限又は不公正競争の疑いがあるときは、裁判所の判決又は行政院の

公正取引委員会の処分確定により、第１項に定める状況がなくても、中央主管機関は申

請により、当該申請者に品種権実施を特許することができる。 

４ 中央主管機関は、特許実施申請書を受理した後、申請書の副本を品種権者に送達し、

３か月以内に弁明の期限を限る。指定された期限内に弁明がないときは、その処理を行

うことができる。 

５ 特許実施は、同一品種について他者がその実施権を再取得することを妨げるものでは
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ない。 

６ 特許実施権者は、品種権者に適当な補償金を給与しなければならず、紛争があるとき

は、中央主管機関がこれを裁定する。 

７ 特許実施は、特許実施に関連する営業の譲渡、承継、授権又は質権設定と共に処理し

なければならない。 

８ 特許実施の原因が消滅したときは、中央主管機関は申請によりその特許実施を廃止す

ることができる。  

 

第31条 前条の規定により特許実施権を取得した者が、特許実施の目的に違反したときは、

中央主管機関は、品種権者の申請又は職権により、その特許実施を廃止することができ

る。  

 

第32条 何人も品種権のある品種について販売又はその他の方式でマーケティングを行う

場合には、当該品種の品種期間や期限が切れているかどうかにかかわらず、当該品種の

取得した品種権の名称を使用しなければならない。 

２ 当該名称とその他の商業名称又は商標が同じ名称であるときは、当該名称が品種名で

あることが明確に認識できるように表示しなければならない。  

 

第４章 権利の維持 

 

第33条 中央主管機関は、品種権の品種が依然として元の特性を維持しているかどうかを

追跡検定するために、品種権者に対して、当該品種の十分な量の種苗及び他の必要な情

報を要求することができる。 

 

第34条 中央主管機関が第20条及び前条に定める品種特性の検定及び追跡検定を行う場合

には、所属機関に委任し又はその他の機関（構）に委託してこれを行わせることができ

る。その委任又は委託の方法は、中央主管機関がこれを定める。 

 

第35条 品種名称が第13条の規定を満たさないときは、中央主管機関は、相当期間を定め

て品種権者に適切な名称を提案するよう要求することができる。  

 

第36条 次に掲げる各号の事情に該当するときは、各号に定める時点をもって品種権は当

然消滅する。 

(1) 品種権の期間が満了したときは、満了日の次の日から消滅する。 

(2) 品種権者が放棄するときは、その書面表示が中央主管機関に送達した日から、また

書面に特定の日が表示記載されているときは、当該特定日から消滅する。 

(3) 品種権者が、期限までに年間登録料を納付しないときは、品種権は元の支払期限の

次の日に消滅する。 

２ 品種権者が死亡しその承継を主張する者がいないときは、その品種権は民法第1185条

の規定に従って国庫に帰属する。  

 

第37条 次に掲げる事情のいずれかに該当するときは、中央主管機関は、申請又は職権に

より、品種権を撤回しなければならない。 

(1) 品種権のある品種が第12条の規定に合致しない。 

(2) 品種申請権がない者が品種権を取得した。 

２ 次に掲げる事情のいずれかに該当するときは、中央主管機関は、申請又は職権により、

品種権を取り消さなければならない。 

(1) 権利取得後、品種権のある品種が、第12条に基づく均一性又は安定性の規定に合致

しないようになった。 

(2) 品種権者が、正当な理由なく、第33条の規定に基づく義務を履行しない。 

(3) 品種権者が、正当な理由なく、第35条に基づく適切な名称を提出しない。  

３ 品種権の撤回又は取消しがなされたときは、中央主管機関は、期限を限って品種権証

明書を回収しなければならず、回収できないときは、その証明書が無効であることを公

告しなければならない。 

 

第38条 何人も品種権が前条第１項又は第２項のいずれかの規定に該当すると認めるとき

は、理由及び証拠を添えて、当該品種の撤回又は取消しを申請することができる。ただ

し、前条第１項第２号の撤回の申請者は、当該品種について申請権を有する者に限る。 

２ 前条第１項の規定により品種権が撤回されたときは、当該品種権は初めから存在しな

かったものとみなす。  

 

第39条 品種権の変更、特許実施、授権、質権設定、消滅、撤回、取消し及びその他の公

告すべき事項は、中央主管機関があらかじめこれを公告しなければならない。 

 

第40条 品種権者又はその専属被授権者が品種権を侵害されたときは、同人らは、その侵

害の排除を請求することができ、侵害のおそれがあるときはその防止を請求することが

できる。また、故意又は過失による品種権の侵害については、損害賠償を請求すること

ができる。 

２ 品種権者又は専属被授権者が前項に定める請求を行うときは、品種権を侵害する物又

は侵害行為の原料若しくは器具について、廃棄又はその他の必要な措置を請求すること

ができる。 

３ 育種者の氏名表示権が侵害を受けたときは、育種者の氏名の表示又はその他の育種者
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ない。 

６ 特許実施権者は、品種権者に適当な補償金を給与しなければならず、紛争があるとき

は、中央主管機関がこれを裁定する。 

７ 特許実施は、特許実施に関連する営業の譲渡、承継、授権又は質権設定と共に処理し

なければならない。 

８ 特許実施の原因が消滅したときは、中央主管機関は申請によりその特許実施を廃止す

ることができる。  

 

第31条 前条の規定により特許実施権を取得した者が、特許実施の目的に違反したときは、

中央主管機関は、品種権者の申請又は職権により、その特許実施を廃止することができ

る。  

 

第32条 何人も品種権のある品種について販売又はその他の方式でマーケティングを行う

場合には、当該品種の品種期間や期限が切れているかどうかにかかわらず、当該品種の

取得した品種権の名称を使用しなければならない。 

２ 当該名称とその他の商業名称又は商標が同じ名称であるときは、当該名称が品種名で

あることが明確に認識できるように表示しなければならない。  

 

第４章 権利の維持 

 

第33条 中央主管機関は、品種権の品種が依然として元の特性を維持しているかどうかを

追跡検定するために、品種権者に対して、当該品種の十分な量の種苗及び他の必要な情

報を要求することができる。 

 

第34条 中央主管機関が第20条及び前条に定める品種特性の検定及び追跡検定を行う場合

には、所属機関に委任し又はその他の機関（構）に委託してこれを行わせることができ

る。その委任又は委託の方法は、中央主管機関がこれを定める。 

 

第35条 品種名称が第13条の規定を満たさないときは、中央主管機関は、相当期間を定め

て品種権者に適切な名称を提案するよう要求することができる。  

 

第36条 次に掲げる各号の事情に該当するときは、各号に定める時点をもって品種権は当

然消滅する。 

(1) 品種権の期間が満了したときは、満了日の次の日から消滅する。 

(2) 品種権者が放棄するときは、その書面表示が中央主管機関に送達した日から、また

書面に特定の日が表示記載されているときは、当該特定日から消滅する。 

(3) 品種権者が、期限までに年間登録料を納付しないときは、品種権は元の支払期限の

次の日に消滅する。 

２ 品種権者が死亡しその承継を主張する者がいないときは、その品種権は民法第1185条

の規定に従って国庫に帰属する。  

 

第37条 次に掲げる事情のいずれかに該当するときは、中央主管機関は、申請又は職権に

より、品種権を撤回しなければならない。 

(1) 品種権のある品種が第12条の規定に合致しない。 

(2) 品種申請権がない者が品種権を取得した。 

２ 次に掲げる事情のいずれかに該当するときは、中央主管機関は、申請又は職権により、

品種権を取り消さなければならない。 

(1) 権利取得後、品種権のある品種が、第12条に基づく均一性又は安定性の規定に合致

しないようになった。 

(2) 品種権者が、正当な理由なく、第33条の規定に基づく義務を履行しない。 

(3) 品種権者が、正当な理由なく、第35条に基づく適切な名称を提出しない。  

３ 品種権の撤回又は取消しがなされたときは、中央主管機関は、期限を限って品種権証

明書を回収しなければならず、回収できないときは、その証明書が無効であることを公

告しなければならない。 

 

第38条 何人も品種権が前条第１項又は第２項のいずれかの規定に該当すると認めるとき

は、理由及び証拠を添えて、当該品種の撤回又は取消しを申請することができる。ただ

し、前条第１項第２号の撤回の申請者は、当該品種について申請権を有する者に限る。 

２ 前条第１項の規定により品種権が撤回されたときは、当該品種権は初めから存在しな

かったものとみなす。  

 

第39条 品種権の変更、特許実施、授権、質権設定、消滅、撤回、取消し及びその他の公

告すべき事項は、中央主管機関があらかじめこれを公告しなければならない。 

 

第40条 品種権者又はその専属被授権者が品種権を侵害されたときは、同人らは、その侵

害の排除を請求することができ、侵害のおそれがあるときはその防止を請求することが

できる。また、故意又は過失による品種権の侵害については、損害賠償を請求すること

ができる。 

２ 品種権者又は専属被授権者が前項に定める請求を行うときは、品種権を侵害する物又

は侵害行為の原料若しくは器具について、廃棄又はその他の必要な措置を請求すること

ができる。 

３ 育種者の氏名表示権が侵害を受けたときは、育種者の氏名の表示又はその他の育種者
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の名誉を回復するために必要な処分を請求することができる。 

４ 本条に定める請求権は、請求権者が当該侵害行為及びその賠償義務者を知った日から

２年間行使しないときは、消滅する。行為の時から10年間が経過したときも同様とする。 

 

第41条 前条の規定により損害賠償を請求するときに、次に定める各号に該当する場合に

は、各号に定める計算方法に従ってその損害を計算することができる。 

(1) 民法216条の規定により、その損害を証明する証拠方法が提供できないときは、品種

権者又は専属被授権者は、当該品種又はその従属品種の利用により通常得られる利益

と、被害を受けた後、前述の品種を利用して得られた利益との差額を損害とすること

ができる。 

(2) 侵害者が侵害行為により得た利益。侵害者が、コスト又は必要経費の証明を示すこ

とができないときは、侵害者が侵害品の販売から得た全部の収入を所得利益とする。 

２ 前項の規定以外に、品種権者又は専属被授権者の業務上の信用が侵害により減損した

ときは、相当金額を別に賠償請求することができる。 

 

第42条 品種権に係る民事訴訟において、品種権の撤回又は取消しが確定する前には、審

判を中止することができる。 

 

第43条 認可されていない外国法人又は団体は、条約、協定又はその本国の法令若しくは

慣例により、中華民国の国民又は団体が当該国において同等の権利を受ける場合には、

本法の規定事項に基づいて民事訴訟を提起することができる。団体又は機構が相互の保

護の協議を取り決め、中央主管機関が認可したときも同様とする。 

 

第５章 種苗管理 

 

第44条 種苗業を経営する者は、直轄市又は県（市）主管機関がこれを認可し、同人に対

して種苗業登記証を発給しなければ、営業することができない。 

２ 種苗業者が具備しなければならない条件及びその設備基準は、中央主管機関がこれを

定める。 

 

第45条 種苗業登記証には次に掲げる事項を記載するものとする。 

(1) 登記証番号、登記年月日 

(2) 種苗業者名称、住所及び責任者氏名 

(3) 経営する種苗の種類の範囲 

(4) 資本金 

(5) 種苗繁殖に従事するときは、その繁殖場所を設置した住所 

(6) 登記証の有効期限 

(7) その他の関連事項 

２ 前項第２号又は第３号の登記事項に変更が発生したときは、変更後30日以内に、元の

登記証を発行した機関に対して変更登記を申請しなければならない。変更登記がなされ

ないときは、主管機関は期限を限って処理を命じることができる。 

 

第46条 種苗業者が販売する種苗は、その包装、容器又はラベルの上に、中国語を主とし

てローマ字の品種名称を併記し、以下の事項を表示するものとする。 

(1) 種苗業者の名称及び住所 

(2) 種類及び中国語の品種名称又は品種権登記証番号 

(3) 生産地 

(4) 重量又は数量 

(5) その他の中央主管機関が規定する事項 

２ 前項第２号の種子の場合には、発芽率や測定日時を表示しなければならない。接ぎ木

された苗木の場合には、接ぎ穂及び台木の種類及び品種名称を表示しなければならない。 

 

第47条 種苗業者がその登記が認可された後１年以内に営業を開始しないとき、又は営業

を開始した後、正当な理由なしに１年以内に営業を停止したときは、直轄市又は県（市）

主管機関は、その登記を廃止することができる。 

 

第48条 登記証の有効期間は10年とし、期間満了後に営業を継続するときは、期間満了の

３か月以内に、元の登記証と一緒に登記証の再発行を申請しなければならない。期限ま

でに処理しない又は本法の規定に合致しない場合には、元の登記証について、主管機関

が無効を公告する。 

 

第49条 種苗業者が営業を廃止するときは、30日以内に直轄市又は県（市）主管機関に廃

業登記を申請し、登記証を抹消しなければならない。廃業登記申請が提出されないとき

もしくは登記証が抹消されないときは、主管機関は職権によりこれを廃止するものとす

る。 

 

第50条 主管機関は、種苗業者が具備しなければならない条件及び施設標準並びに販売種

苗の表示事項を検査するために、検査官を派遣し現地検査させることができ、種苗業者

は、これを拒絶、忌避又は妨害することができない。検査結果が第44条第２項に定める

規定や基準に合致しない場合には、主管機関は、期限を限って改善を通知する。 

２ 第１項に定める検査員は、職務を執行するときには身分証明書を提示しなければなら

ない。 
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の名誉を回復するために必要な処分を請求することができる。 

４ 本条に定める請求権は、請求権者が当該侵害行為及びその賠償義務者を知った日から

２年間行使しないときは、消滅する。行為の時から10年間が経過したときも同様とする。 

 

第41条 前条の規定により損害賠償を請求するときに、次に定める各号に該当する場合に

は、各号に定める計算方法に従ってその損害を計算することができる。 

(1) 民法216条の規定により、その損害を証明する証拠方法が提供できないときは、品種

権者又は専属被授権者は、当該品種又はその従属品種の利用により通常得られる利益

と、被害を受けた後、前述の品種を利用して得られた利益との差額を損害とすること

ができる。 

(2) 侵害者が侵害行為により得た利益。侵害者が、コスト又は必要経費の証明を示すこ

とができないときは、侵害者が侵害品の販売から得た全部の収入を所得利益とする。 

２ 前項の規定以外に、品種権者又は専属被授権者の業務上の信用が侵害により減損した

ときは、相当金額を別に賠償請求することができる。 

 

第42条 品種権に係る民事訴訟において、品種権の撤回又は取消しが確定する前には、審

判を中止することができる。 

 

第43条 認可されていない外国法人又は団体は、条約、協定又はその本国の法令若しくは

慣例により、中華民国の国民又は団体が当該国において同等の権利を受ける場合には、

本法の規定事項に基づいて民事訴訟を提起することができる。団体又は機構が相互の保

護の協議を取り決め、中央主管機関が認可したときも同様とする。 

 

第５章 種苗管理 

 

第44条 種苗業を経営する者は、直轄市又は県（市）主管機関がこれを認可し、同人に対

して種苗業登記証を発給しなければ、営業することができない。 

２ 種苗業者が具備しなければならない条件及びその設備基準は、中央主管機関がこれを

定める。 

 

第45条 種苗業登記証には次に掲げる事項を記載するものとする。 

(1) 登記証番号、登記年月日 

(2) 種苗業者名称、住所及び責任者氏名 

(3) 経営する種苗の種類の範囲 

(4) 資本金 

(5) 種苗繁殖に従事するときは、その繁殖場所を設置した住所 

(6) 登記証の有効期限 

(7) その他の関連事項 

２ 前項第２号又は第３号の登記事項に変更が発生したときは、変更後30日以内に、元の

登記証を発行した機関に対して変更登記を申請しなければならない。変更登記がなされ

ないときは、主管機関は期限を限って処理を命じることができる。 

 

第46条 種苗業者が販売する種苗は、その包装、容器又はラベルの上に、中国語を主とし

てローマ字の品種名称を併記し、以下の事項を表示するものとする。 

(1) 種苗業者の名称及び住所 

(2) 種類及び中国語の品種名称又は品種権登記証番号 

(3) 生産地 

(4) 重量又は数量 

(5) その他の中央主管機関が規定する事項 

２ 前項第２号の種子の場合には、発芽率や測定日時を表示しなければならない。接ぎ木

された苗木の場合には、接ぎ穂及び台木の種類及び品種名称を表示しなければならない。 

 

第47条 種苗業者がその登記が認可された後１年以内に営業を開始しないとき、又は営業

を開始した後、正当な理由なしに１年以内に営業を停止したときは、直轄市又は県（市）

主管機関は、その登記を廃止することができる。 

 

第48条 登記証の有効期間は10年とし、期間満了後に営業を継続するときは、期間満了の

３か月以内に、元の登記証と一緒に登記証の再発行を申請しなければならない。期限ま

でに処理しない又は本法の規定に合致しない場合には、元の登記証について、主管機関

が無効を公告する。 

 

第49条 種苗業者が営業を廃止するときは、30日以内に直轄市又は県（市）主管機関に廃

業登記を申請し、登記証を抹消しなければならない。廃業登記申請が提出されないとき

もしくは登記証が抹消されないときは、主管機関は職権によりこれを廃止するものとす

る。 

 

第50条 主管機関は、種苗業者が具備しなければならない条件及び施設標準並びに販売種

苗の表示事項を検査するために、検査官を派遣し現地検査させることができ、種苗業者

は、これを拒絶、忌避又は妨害することができない。検査結果が第44条第２項に定める

規定や基準に合致しない場合には、主管機関は、期限を限って改善を通知する。 

２ 第１項に定める検査員は、職務を執行するときには身分証明書を提示しなければなら

ない。 
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第51条 種苗、種苗の収穫物又はその直接の加工品は、自由に輸出入することができる。

ただし、国際条約、貿易協定、植物品種の権利、治安、衛生、環境若しくは生態の保護

又は政策需要により、制限することができる。 

２ 前項により輸出入が制限される種苗、種苗の収穫物、その直接の加工品の種類、数量、

地区、期間及び輸出入に関する規定は、中央主管機関が関係当局と協議した後これを公

告する。 

 

第52条 遺伝子組換え植物は、中央主管機関の承認を得ずに、輸入又は輸出をすることが

できない。その許可方法は、中央主管機関がこれを定める。 

２ 国外から導入又は国内で培育した遺伝子組換え植物は、圃場試験を実施するための中

央主管機関からの許可を得、審査を通過し、かつ申請書で宣言された主な目的について

中央主管機関によって発行された承認文書を提出したときを除き、国内で普及又は販売

することができない。 

３ 前項の圃場試験は、遺伝特性調査及び生物安全評価を含み、その試験方式、申請及び

審査手続、関連する管理方法並びに試験料金の徴収基準は、中央主管機関がこれを定め

る。 

４ 遺伝子組換え植物は食品及び環境安全の考量に基づき、その輸入、輸出、運送、普及

又は販売は、すべて適当な表示及び包装を加えなければならず、表示及び包装の準則は、

中央主管機関がこれを定める。 

 

第53条 輸入種苗は、輸入原因の用途以外に使用することができない。 

２ 中央主管機関は輸入原因の用途以外の使用を防止するために、輸入者に事前に薬剤処

理などの必要な処理を命ずることができる。 

 

第６章 罰則 

 

第54条 次のいずれかのときは100万新台湾ドル以上500万新台湾ドル以下の罰金に処する。 

(1) 第52条第１項に定める許可の方法に係る強制規定に違反して、輸入又は輸出を行っ

たとき 

(2) 第52条第２項の規定に違反して普及又は販売を行ったとき 

(3) 第52条第３項に定める管理方法の強制規定に違反して、圃場試験を実施したとき 

２ 前項の不法な輸入、輸出、普及、販売又は圃場試験の植物は、これを没収し破壊する

ことができる。 

 

第55条 種苗、種苗の収穫物又はその直接の加工品を第51条第２項の公告に違反して輸出

入する者は、30万新台湾ドル以上150万新台湾ドル以下の罰金に処するものとし、その種

苗、種苗の収穫物及びその直接の加工品を没収することができる。 

第56条 次のいずれかのときは、６万新台湾ドル以上30万新台湾ドル以下の罰金に処する。 

(1) 第32条第１項の規定に違反し、品種権を得るための品種名称を使用しなかったとき 

(2) 第44条第１項の規定に違反し、登記によらず営業を行ったとき 

２ 主管機関が前項第２号による処分を行うときは、行為者に業務停止を命ずることがで

きる。その事業活動を中止しないときは、違反の月数に基づいて処罰することができる。 

 

第57条 第44条第２項に定める種苗業者が具備しなければならない条件又は設備標準に合

致しないときは、主管機関は、当該種苗業者に対して、第50条第１項の規定による改善

を求める。また、期限内に改善しないときは、３万新台湾ドル以上15万新台湾ドル以下

の罰金に処する。その違反が重大な場合には、６か月以下の営業停止を命ずることがで

きる。復業後、３か月以内に改善しない場合は、上級主管機関に登記の廃止の許可を報

告し要請することができる。 

 

第58条 次のいずれかに該当するときは、２万新台湾ドル以上10万新台湾ドル以下の罰金

に処する。 

(1) 第46条の規定に違反し、表示が不明、不完全、虚偽又は未表示のとき 

(2) 第50条第１項の検査のための検査官を拒絶、忌避、妨害したとき 

(3) 第53条第１項の規定に違反したとき 

 

第59条 第45条第２項の規定に違反し、主管機関が変更登記の処理の期限を通知し、期限

内に処理しなかったときは、１万新台湾ドル以上５万新台湾ドル以下の罰金に処する。 

 

第60条 本法の定める罰金は、直轄市、県（市）の主管機関がこれを処罰する。ただし、

第54条、第55条に定める罰金は、中央主管機関がこれを処罰する。 

２ 本法に定める罰金は、支払期限内に納付しなければならない。期限内に納付しない場

合は、法により強制執行に移送する。 

 

第７章 附則 

 

第61条 品種の申請者は、申請時に申請費を納付しなければならない。品種権の許可の際

に、品種権者は、証書費及び年間登録料を納付しなければならない。証書費及び１年目

の年間登録料の納付後に、品種権を公告し証書を発行する。 

２ ２年目以降の年間登録料は、期限内に支払われなければならない。年間登録料が期限

内に支払われなかったときは、年会費の是正支払いは、満期の日から６か月以内にこれ

を支払うことができる。ただし、その年間登録料は、規定の年間登録料の倍を納付しな
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第51条 種苗、種苗の収穫物又はその直接の加工品は、自由に輸出入することができる。

ただし、国際条約、貿易協定、植物品種の権利、治安、衛生、環境若しくは生態の保護

又は政策需要により、制限することができる。 

２ 前項により輸出入が制限される種苗、種苗の収穫物、その直接の加工品の種類、数量、

地区、期間及び輸出入に関する規定は、中央主管機関が関係当局と協議した後これを公

告する。 

 

第52条 遺伝子組換え植物は、中央主管機関の承認を得ずに、輸入又は輸出をすることが

できない。その許可方法は、中央主管機関がこれを定める。 

２ 国外から導入又は国内で培育した遺伝子組換え植物は、圃場試験を実施するための中

央主管機関からの許可を得、審査を通過し、かつ申請書で宣言された主な目的について

中央主管機関によって発行された承認文書を提出したときを除き、国内で普及又は販売

することができない。 

３ 前項の圃場試験は、遺伝特性調査及び生物安全評価を含み、その試験方式、申請及び

審査手続、関連する管理方法並びに試験料金の徴収基準は、中央主管機関がこれを定め

る。 

４ 遺伝子組換え植物は食品及び環境安全の考量に基づき、その輸入、輸出、運送、普及

又は販売は、すべて適当な表示及び包装を加えなければならず、表示及び包装の準則は、

中央主管機関がこれを定める。 

 

第53条 輸入種苗は、輸入原因の用途以外に使用することができない。 

２ 中央主管機関は輸入原因の用途以外の使用を防止するために、輸入者に事前に薬剤処

理などの必要な処理を命ずることができる。 

 

第６章 罰則 

 

第54条 次のいずれかのときは100万新台湾ドル以上500万新台湾ドル以下の罰金に処する。 

(1) 第52条第１項に定める許可の方法に係る強制規定に違反して、輸入又は輸出を行っ

たとき 

(2) 第52条第２項の規定に違反して普及又は販売を行ったとき 

(3) 第52条第３項に定める管理方法の強制規定に違反して、圃場試験を実施したとき 

２ 前項の不法な輸入、輸出、普及、販売又は圃場試験の植物は、これを没収し破壊する

ことができる。 

 

第55条 種苗、種苗の収穫物又はその直接の加工品を第51条第２項の公告に違反して輸出

入する者は、30万新台湾ドル以上150万新台湾ドル以下の罰金に処するものとし、その種

苗、種苗の収穫物及びその直接の加工品を没収することができる。 

第56条 次のいずれかのときは、６万新台湾ドル以上30万新台湾ドル以下の罰金に処する。 

(1) 第32条第１項の規定に違反し、品種権を得るための品種名称を使用しなかったとき 

(2) 第44条第１項の規定に違反し、登記によらず営業を行ったとき 

２ 主管機関が前項第２号による処分を行うときは、行為者に業務停止を命ずることがで

きる。その事業活動を中止しないときは、違反の月数に基づいて処罰することができる。 

 

第57条 第44条第２項に定める種苗業者が具備しなければならない条件又は設備標準に合

致しないときは、主管機関は、当該種苗業者に対して、第50条第１項の規定による改善

を求める。また、期限内に改善しないときは、３万新台湾ドル以上15万新台湾ドル以下

の罰金に処する。その違反が重大な場合には、６か月以下の営業停止を命ずることがで

きる。復業後、３か月以内に改善しない場合は、上級主管機関に登記の廃止の許可を報

告し要請することができる。 

 

第58条 次のいずれかに該当するときは、２万新台湾ドル以上10万新台湾ドル以下の罰金

に処する。 

(1) 第46条の規定に違反し、表示が不明、不完全、虚偽又は未表示のとき 

(2) 第50条第１項の検査のための検査官を拒絶、忌避、妨害したとき 

(3) 第53条第１項の規定に違反したとき 

 

第59条 第45条第２項の規定に違反し、主管機関が変更登記の処理の期限を通知し、期限

内に処理しなかったときは、１万新台湾ドル以上５万新台湾ドル以下の罰金に処する。 

 

第60条 本法の定める罰金は、直轄市、県（市）の主管機関がこれを処罰する。ただし、

第54条、第55条に定める罰金は、中央主管機関がこれを処罰する。 

２ 本法に定める罰金は、支払期限内に納付しなければならない。期限内に納付しない場

合は、法により強制執行に移送する。 

 

第７章 附則 

 

第61条 品種の申請者は、申請時に申請費を納付しなければならない。品種権の許可の際

に、品種権者は、証書費及び年間登録料を納付しなければならない。証書費及び１年目

の年間登録料の納付後に、品種権を公告し証書を発行する。 

２ ２年目以降の年間登録料は、期限内に支払われなければならない。年間登録料が期限

内に支払われなかったときは、年会費の是正支払いは、満期の日から６か月以内にこれ

を支払うことができる。ただし、その年間登録料は、規定の年間登録料の倍を納付しな
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ければならない。 

３ 第20条第１項の特性検定のために必要な検定費は、申請者が納付する。第33条の特性

の追跡検定に必要な検定費は、権利者が納付する。 

４ 第27条第２項、第44条第１項の登記及び第38条の申請は、申請者が申請時に、登記費

及び申請費を納付しなければならない。 

５ 品種権の各項申請費、証書費、年間登録料、検定費及び登記費の費用徴収基準は、中

央主管機関がこれを定める。 

 

第62条 本法修正施行前に未審定の品種権の申請は、修正施行後の規定により処理する。

本法修正施行日に、品種権が存続するときは、その品種権は修正後の規定により処理す

る。 

 

第63条 本法施行前に種苗業登記証を有するときは、中央主管機関の公告の日から２年以

内に、種苗業登記証の申請を更新しなければならない。この期間内に処理しなかった場

合には、その種苗業登記証は失効し、主管機関により取り消される。再発行を申請しな

いで営業を続けるものは、第56条第１項第２号の規定により処罰される。  

 

第64条 この法律の施行規則は、中央主管機関がこれを定める。 

 

第65条 この法律の施行期日は、行政院がこれを定める。 

② 植物品種及び種苗法施行細則 

 

公発布日：  2011.01.05 

 

第１条 本細則は、植物品種及び種苗法（以下「本法」という）第64条の規定によりこれ

を定める。 

 

第２条 本法により品種権の各種申請及び種苗業登記の申請を行うものは、我が国の文字

で書面を作成し、主管機関に提出しなければならない。 

２ 前項の申請において、添付しなければならない証明書類が外国語のときは、主管機関

が必要であると認めた場合には、我が国の文字の訳本又は要約の訳本を添付するよう申

請者に通知することができる。 

３ 各種申請書及び添付書類の科学名詞の訳名は、国立編訳館編訳者が作成した訳名を原

則とし、外国語の原名を注記しなければならない。植物名称は学名を注記しなければな

らない。 

 

第３条 申請者は代理人に委任することができる；申請者が中華民国の国内において住所、

居所、事務所又は営業所がないときは、代理人に委任してこれを行わなければならない。 

２ 申請者が代理人に委任するときは、主管機関に対して、代理権限および送達住所を明

記した委任書を提出しなければならない。 

３ 申請者が代理人の権限を変更する又は代理人を変更するときには、当該主管機関に対

して書面でその旨を通知しなければ、その変更の効力が生じない。 

 

第４条 申請者の氏名、名称、住所、居所、事務所又は営業所のいずれかに変更があると

きは、主管機関にその変更を申請しなければならない。 

 

第５条 本法及び本細則により定める添付すべき証明書類は、原本又は正本でなければな

らない。その当事者により原本又は正本と一致することが釈明されたときは、複写をも

ってこれに代えることができる。ただし、本法第17条第２項の規定により中華民國と相

互に優先権を承認した国家又は世界貿易機関の加盟国が証明し受理した書類は正本とし

なければならない。 

２ 主管機関は、原本又は正本を検証した後に、これを返還することができる。 

 

第６条 本法による各種申請書類の送達は、書面で提出するときは、主管機関に送達した

日を基準とし、書留郵便で提出するときは、郵便局に渡した当日の消印の日を基準とす

る。 
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ければならない。 

３ 第20条第１項の特性検定のために必要な検定費は、申請者が納付する。第33条の特性

の追跡検定に必要な検定費は、権利者が納付する。 

４ 第27条第２項、第44条第１項の登記及び第38条の申請は、申請者が申請時に、登記費

及び申請費を納付しなければならない。 

５ 品種権の各項申請費、証書費、年間登録料、検定費及び登記費の費用徴収基準は、中

央主管機関がこれを定める。 

 

第62条 本法修正施行前に未審定の品種権の申請は、修正施行後の規定により処理する。

本法修正施行日に、品種権が存続するときは、その品種権は修正後の規定により処理す

る。 

 

第63条 本法施行前に種苗業登記証を有するときは、中央主管機関の公告の日から２年以

内に、種苗業登記証の申請を更新しなければならない。この期間内に処理しなかった場

合には、その種苗業登記証は失効し、主管機関により取り消される。再発行を申請しな

いで営業を続けるものは、第56条第１項第２号の規定により処罰される。  

 

第64条 この法律の施行規則は、中央主管機関がこれを定める。 

 

第65条 この法律の施行期日は、行政院がこれを定める。 

② 植物品種及び種苗法施行細則 

 

公発布日：  2011.01.05 

 

第１条 本細則は、植物品種及び種苗法（以下「本法」という）第64条の規定によりこれ

を定める。 

 

第２条 本法により品種権の各種申請及び種苗業登記の申請を行うものは、我が国の文字

で書面を作成し、主管機関に提出しなければならない。 

２ 前項の申請において、添付しなければならない証明書類が外国語のときは、主管機関

が必要であると認めた場合には、我が国の文字の訳本又は要約の訳本を添付するよう申

請者に通知することができる。 

３ 各種申請書及び添付書類の科学名詞の訳名は、国立編訳館編訳者が作成した訳名を原

則とし、外国語の原名を注記しなければならない。植物名称は学名を注記しなければな

らない。 

 

第３条 申請者は代理人に委任することができる；申請者が中華民国の国内において住所、

居所、事務所又は営業所がないときは、代理人に委任してこれを行わなければならない。 

２ 申請者が代理人に委任するときは、主管機関に対して、代理権限および送達住所を明

記した委任書を提出しなければならない。 

３ 申請者が代理人の権限を変更する又は代理人を変更するときには、当該主管機関に対

して書面でその旨を通知しなければ、その変更の効力が生じない。 

 

第４条 申請者の氏名、名称、住所、居所、事務所又は営業所のいずれかに変更があると

きは、主管機関にその変更を申請しなければならない。 

 

第５条 本法及び本細則により定める添付すべき証明書類は、原本又は正本でなければな

らない。その当事者により原本又は正本と一致することが釈明されたときは、複写をも

ってこれに代えることができる。ただし、本法第17条第２項の規定により中華民國と相

互に優先権を承認した国家又は世界貿易機関の加盟国が証明し受理した書類は正本とし

なければならない。 

２ 主管機関は、原本又は正本を検証した後に、これを返還することができる。 

 

第６条 本法による各種申請書類の送達は、書面で提出するときは、主管機関に送達した

日を基準とし、書留郵便で提出するときは、郵便局に渡した当日の消印の日を基準とす

る。 
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第７条 本法第４条の規定により公告された植物の種類がないときは、利害関係者は次の

事項を明記して、中央主管機関に公告を提案することができる。 

(1) 提案者の氏名、住所、居所。法人又は団体のときは、その名称、事務所又は営業所

並びに代表者又は管理者の氏名及び連絡電話 

(2) 植物の種類及びその学名 

(3) 公告を提案する理由 

(4) 当該植物の種類の主要な栽培品種の特性表 

(5) 繁殖方法 

(6) 栽培方法 

(7) 提案者の署名又は捺印 

(8) 提出日 

 

第８条 承継又は譲受により、品種申請権又は品種権を取得した者は、申請書に記入し、

次の書類を添付して中央主管機関にこれを申請しなければならない。 

(1) 承継：死亡及び承継証明書類 

(2) 譲受：譲与契約書又は譲与者の発行した証明書類。会社が合併により承継したとき

は、その合併の証明書類 

２ 前項の承継又は譲受の対象が品種権の場合には、品種権証書を提出しなければならな

い。 

 

第９条 品種権申請書には、次の事項を明記しなければならない。 

(1) 植物種類、学名及び品種名称 

(2) 申請者の国籍、氏名、住所及び居所。法人又は団体のときは、その名称、事務所又

は営業所並びにその代表者又は管理者の氏名、住所、居所及び連絡電話 

(3) 育種者の氏名、住所及び居所 

(4) 代理人に委任するときは、その代理人の氏名、住所、居所及び連絡電話 

(5) 声明事項 

(6) 添付書類一覧表 

 

第10条 申請者が本法第14条第１項の規定により品種権を申請するときは、次の事項を申

請時に声明しなければならない。 

(1) 本法第12条第２項に定める期間を超過していないこと 

(2) 本法第17条の規定による優先権を主張する者は、最初に品種権を申請した国家又は

世界貿易機関の会員、申請番号及び申請日を明記しなければならない。 

(3) 公開してはならない営業秘密資料。 

 

第11条 本法第14条第２項第４号に定める品種の来歴が国外育成であるときは、中央主管

機関が必要と認める場合には、中央主管機関は、申請者に期限を付して外国申請番号の

検索資料又は審查結果資料を添付するよう通知することができる；期限までに提供され

ないときは、既に提出された資料により審查する。 

 

第12条 優先権を主張し品種権を申請する者が、その申請書の記載事項又は証明書類に不

備があり補正を通知されたときは、当該補正部分が優先権を主張する前に提出されてい

た元の申請にすでにあったとみなされ、元の申請日を申請日とする。 

 

第13条 中央主管機関の本法第21条第２項の規定に定めるところによる品種権の登録公告

は次の事項を明記しなければならない。 

(1) 申請番号及び日 

(2) 公開番号及び日 

(3) 証書番号及び発行日 

(4) 植物種類、学名及び品種名称 

(5) 品種の特性概要 

(6) 品種権者の氏名又は名称 

(7) 権利期間 

２ 前項の品種権の登録公告後、誤り又は不備があったときは、品種権者は中央主管機関

に更正又は補充を申請することができる。中央主管機関は更正又は補充を許可後、これ

を公告しなければならない。 

 

第14条 本法第27条第２項に定める品種権を他者に授権し実施するときは、品種権者又は

被授権者は書面をもって、授権契約又は証明書類を添付し中央主管機関に提出して登記

を処理しなければならない。 

２ 前項の授権契約又は証明書類は、授権地及び授権期間を明記しなければならない。 

 

第15条 品種権の質権の設定、変更及び消滅を行った場合には、品種権者又は質権者は、

次の書類に品種権証書を添付し、中央主管機関に提出して登記しなければならない。 

(1) 質権設定登記者は、その質権設定契約書 

(2) 質権変更登記者は、その変更証明書類 

(3) 質権消滅登記者は、その債務弁済証明書類又は各当事者が質権設定の抹消について

同意したことを証明する書類 

２ 前項第１号に定める質権の設定契約書には、植物の種類、品種名称、品種権証書字号

及び債権金額を明記しなければならない；その質権の設定期間は、品種権利期間内に限

られる。 
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第７条 本法第４条の規定により公告された植物の種類がないときは、利害関係者は次の

事項を明記して、中央主管機関に公告を提案することができる。 

(1) 提案者の氏名、住所、居所。法人又は団体のときは、その名称、事務所又は営業所

並びに代表者又は管理者の氏名及び連絡電話 

(2) 植物の種類及びその学名 

(3) 公告を提案する理由 

(4) 当該植物の種類の主要な栽培品種の特性表 

(5) 繁殖方法 

(6) 栽培方法 

(7) 提案者の署名又は捺印 

(8) 提出日 

 

第８条 承継又は譲受により、品種申請権又は品種権を取得した者は、申請書に記入し、

次の書類を添付して中央主管機関にこれを申請しなければならない。 

(1) 承継：死亡及び承継証明書類 

(2) 譲受：譲与契約書又は譲与者の発行した証明書類。会社が合併により承継したとき

は、その合併の証明書類 

２ 前項の承継又は譲受の対象が品種権の場合には、品種権証書を提出しなければならな

い。 

 

第９条 品種権申請書には、次の事項を明記しなければならない。 

(1) 植物種類、学名及び品種名称 

(2) 申請者の国籍、氏名、住所及び居所。法人又は団体のときは、その名称、事務所又

は営業所並びにその代表者又は管理者の氏名、住所、居所及び連絡電話 

(3) 育種者の氏名、住所及び居所 

(4) 代理人に委任するときは、その代理人の氏名、住所、居所及び連絡電話 

(5) 声明事項 

(6) 添付書類一覧表 

 

第10条 申請者が本法第14条第１項の規定により品種権を申請するときは、次の事項を申

請時に声明しなければならない。 

(1) 本法第12条第２項に定める期間を超過していないこと 

(2) 本法第17条の規定による優先権を主張する者は、最初に品種権を申請した国家又は

世界貿易機関の会員、申請番号及び申請日を明記しなければならない。 

(3) 公開してはならない営業秘密資料。 

 

第11条 本法第14条第２項第４号に定める品種の来歴が国外育成であるときは、中央主管

機関が必要と認める場合には、中央主管機関は、申請者に期限を付して外国申請番号の

検索資料又は審查結果資料を添付するよう通知することができる；期限までに提供され

ないときは、既に提出された資料により審查する。 

 

第12条 優先権を主張し品種権を申請する者が、その申請書の記載事項又は証明書類に不

備があり補正を通知されたときは、当該補正部分が優先権を主張する前に提出されてい

た元の申請にすでにあったとみなされ、元の申請日を申請日とする。 

 

第13条 中央主管機関の本法第21条第２項の規定に定めるところによる品種権の登録公告

は次の事項を明記しなければならない。 

(1) 申請番号及び日 

(2) 公開番号及び日 

(3) 証書番号及び発行日 

(4) 植物種類、学名及び品種名称 

(5) 品種の特性概要 

(6) 品種権者の氏名又は名称 

(7) 権利期間 

２ 前項の品種権の登録公告後、誤り又は不備があったときは、品種権者は中央主管機関

に更正又は補充を申請することができる。中央主管機関は更正又は補充を許可後、これ

を公告しなければならない。 

 

第14条 本法第27条第２項に定める品種権を他者に授権し実施するときは、品種権者又は

被授権者は書面をもって、授権契約又は証明書類を添付し中央主管機関に提出して登記

を処理しなければならない。 

２ 前項の授権契約又は証明書類は、授権地及び授権期間を明記しなければならない。 

 

第15条 品種権の質権の設定、変更及び消滅を行った場合には、品種権者又は質権者は、

次の書類に品種権証書を添付し、中央主管機関に提出して登記しなければならない。 

(1) 質権設定登記者は、その質権設定契約書 

(2) 質権変更登記者は、その変更証明書類 

(3) 質権消滅登記者は、その債務弁済証明書類又は各当事者が質権設定の抹消について

同意したことを証明する書類 

２ 前項第１号に定める質権の設定契約書には、植物の種類、品種名称、品種権証書字号

及び債権金額を明記しなければならない；その質権の設定期間は、品種権利期間内に限

られる。 
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第16条 本法第30条第１項又は第３項の規定により品種権の特許実施を申請するときは、

申請者は理由を明記し、実施計画書及び関連する書類を添付し中央主管機関に提出して

これを行うものとする。 

２ 本法第30条第８項又は第31条の規定により特許実施品種権の廃止を申請するときは、

申請者は廃止の理由を明記し、証明書類を添付しなければならない。 

 

第17条 本法第36条第１項第２号に定めるところにより品種権者が品種権を放棄するとき

は、書面をもって次の事項を中央主管機関に明記してこれを行わなければならない。 

(1) 放棄される品種権の植物の種類及び品種名称 

(2) 証書番号及び発行日 

(3) 放棄者の国籍、氏名、住所、居所。法人又は団体のときは、その名称及び事務所又

は営業所並びにその代表者又は管理者の氏名、住所、居所及び連絡電話 

(4) 放棄者の署名又は捺印 

(5) 放棄される当該品種権の開始日 

(6) 他者に実施を授権し、又は、質権を設定するときは、被授権者又は質権者の同意書

を添付しなければならない。 

 

第18条 他者の品種権の抹消又は廃止を申請するときは、書面で次の事項を明記して中央

主管機関に申請しなければならない。 

(1) 当該品種の植物の種類及び品種名称 

(2) 証書番号及び発行日 

(3) 申請者の国籍、氏名、住所及び居所。法人又は団体のときは、その名称及び事務所

又は営業所並びにその代表者又は管理者の氏名、住所、居所及び連絡電話 

(4) 抹消又は廃止の理由及び証拠 

(5) 申請者の署名又は捺印 

(6) 申請日 

２ 前項の第４号に定める証拠は、申請者が抹消又は廃止を提出した日から30日以内にこ

れを追完することができる。 

 

第19条 中央主管機関は、前条の申請案を受理した後、申請書の副本を品種権者又はその

代理人に送達しなければならない。品種権者は30日以内に弁明を提出するものとし、事

前に理由を明記して延期許可を得た場合を除き、期限内に弁明がなされなかったとして

も審查を行う。 

 

第20条 中央主管機関は品種権の登記簿を備え、次の事項を明記しなければならない。 

(1) 植物の種類、学名及び品種名称 

(2) 品種権者の氏名、住所、居所並びにその代理人の氏名、住所及び居所 

(3) 品種権を共有するときは、各共有者の持分 

(4) 申請番号及び日 

(5) 公開番号及び日 

(6) 登録公告の番号及び日 

(7) 証書番号及び発行日 

(8) 品種特性 

(9) 育種者の氏名、住所及び居所 

(10) 品種権承継日又は譲与日及び承継者又は譲受者の氏名、住所及び居所 

(11) 本法第17条第１項の優先権を主張するときは、品種権の第１回申請を行った国家又

は世界貿易機関の加盟国、申請番号及び申請日 

(12) 被授権者の氏名又は名称、住所、居所及び授権登記日 

(13) 品種権の質権の設定、変更又は消滅の登記日及び質権者の氏名又は名称、住所及び

居所 

(14) 特許実施品種権者の氏名、国籍、住所、居所及び登録、抹消又は廃止の日 

(15) 再発行証書の事由及び日 

(16) 品種権消滅の事由及び日 

(17) 品種権利期間及び年間登録料納付記録 

(18) その他品種権に関連のある事項 

２ 前項各号の権利者が法人又は団体のときは、名称、事務所又は営業所、その代表者又

は管理者の氏名、住所、居所及び連絡電話を明記しなければならない。 

 

第21条 直轄市及び県(市)主管機関は、登記種苗業者に関する変更情報を中央主管機関に

通知し、每年１月15日以前に、１年間の登記及び変更登記情報を中央主管機関に報告し

なければならない。 

 

第22条 主管機関は、本法第50条に定める現地検查を行うときには、種苗の表示事項とそ

の内容が符合しているかを検査し、サンプル３点を抽出し、業者の立ち合いの下に封緘

し、１点は保存のために業者に交付し、２点は検查官による検査及び保存に供するため

に持ち帰ることができる。持ち帰る種苗は購入しなければならない。 

２ 主管機関は、前項のサンプルを検査するときは、農業試験研究機関と合同で又は同機

関に委託してこれを行うことができる。 

 

第23条 本法第61条の規定により発給する品種権証書には、次の事項を明記しなければな

らない。 

(1) 品種権者の氏名又は名称 
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第16条 本法第30条第１項又は第３項の規定により品種権の特許実施を申請するときは、

申請者は理由を明記し、実施計画書及び関連する書類を添付し中央主管機関に提出して

これを行うものとする。 

２ 本法第30条第８項又は第31条の規定により特許実施品種権の廃止を申請するときは、

申請者は廃止の理由を明記し、証明書類を添付しなければならない。 

 

第17条 本法第36条第１項第２号に定めるところにより品種権者が品種権を放棄するとき

は、書面をもって次の事項を中央主管機関に明記してこれを行わなければならない。 

(1) 放棄される品種権の植物の種類及び品種名称 

(2) 証書番号及び発行日 

(3) 放棄者の国籍、氏名、住所、居所。法人又は団体のときは、その名称及び事務所又

は営業所並びにその代表者又は管理者の氏名、住所、居所及び連絡電話 

(4) 放棄者の署名又は捺印 

(5) 放棄される当該品種権の開始日 

(6) 他者に実施を授権し、又は、質権を設定するときは、被授権者又は質権者の同意書

を添付しなければならない。 

 

第18条 他者の品種権の抹消又は廃止を申請するときは、書面で次の事項を明記して中央

主管機関に申請しなければならない。 

(1) 当該品種の植物の種類及び品種名称 

(2) 証書番号及び発行日 

(3) 申請者の国籍、氏名、住所及び居所。法人又は団体のときは、その名称及び事務所

又は営業所並びにその代表者又は管理者の氏名、住所、居所及び連絡電話 

(4) 抹消又は廃止の理由及び証拠 

(5) 申請者の署名又は捺印 

(6) 申請日 

２ 前項の第４号に定める証拠は、申請者が抹消又は廃止を提出した日から30日以内にこ

れを追完することができる。 

 

第19条 中央主管機関は、前条の申請案を受理した後、申請書の副本を品種権者又はその

代理人に送達しなければならない。品種権者は30日以内に弁明を提出するものとし、事

前に理由を明記して延期許可を得た場合を除き、期限内に弁明がなされなかったとして

も審查を行う。 

 

第20条 中央主管機関は品種権の登記簿を備え、次の事項を明記しなければならない。 

(1) 植物の種類、学名及び品種名称 

(2) 品種権者の氏名、住所、居所並びにその代理人の氏名、住所及び居所 

(3) 品種権を共有するときは、各共有者の持分 

(4) 申請番号及び日 

(5) 公開番号及び日 

(6) 登録公告の番号及び日 

(7) 証書番号及び発行日 

(8) 品種特性 

(9) 育種者の氏名、住所及び居所 

(10) 品種権承継日又は譲与日及び承継者又は譲受者の氏名、住所及び居所 

(11) 本法第17条第１項の優先権を主張するときは、品種権の第１回申請を行った国家又

は世界貿易機関の加盟国、申請番号及び申請日 

(12) 被授権者の氏名又は名称、住所、居所及び授権登記日 

(13) 品種権の質権の設定、変更又は消滅の登記日及び質権者の氏名又は名称、住所及び

居所 

(14) 特許実施品種権者の氏名、国籍、住所、居所及び登録、抹消又は廃止の日 

(15) 再発行証書の事由及び日 

(16) 品種権消滅の事由及び日 

(17) 品種権利期間及び年間登録料納付記録 

(18) その他品種権に関連のある事項 

２ 前項各号の権利者が法人又は団体のときは、名称、事務所又は営業所、その代表者又

は管理者の氏名、住所、居所及び連絡電話を明記しなければならない。 

 

第21条 直轄市及び県(市)主管機関は、登記種苗業者に関する変更情報を中央主管機関に

通知し、每年１月15日以前に、１年間の登記及び変更登記情報を中央主管機関に報告し

なければならない。 

 

第22条 主管機関は、本法第50条に定める現地検查を行うときには、種苗の表示事項とそ

の内容が符合しているかを検査し、サンプル３点を抽出し、業者の立ち合いの下に封緘

し、１点は保存のために業者に交付し、２点は検查官による検査及び保存に供するため

に持ち帰ることができる。持ち帰る種苗は購入しなければならない。 

２ 主管機関は、前項のサンプルを検査するときは、農業試験研究機関と合同で又は同機

関に委託してこれを行うことができる。 

 

第23条 本法第61条の規定により発給する品種権証書には、次の事項を明記しなければな

らない。 

(1) 品種権者の氏名又は名称 
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(2) 植物の種類、学名及び品種名称 

(3) 権利期間 

(4) 品種権を共有するときは、各共有者の持分 

(5) 証書番号 

(6) 発行日 

 

第24条 品種権証書又は種苗業登記証を紛失又は毀損したときは、品種権者又は種苗業者

は、理由を明記して主管機関に再発行又は更新して再発行を申請するものとする。 

 

第25条 本細則は法施行の日から施行する。 

③品種権申請書 

 

1.植物品種権申請書 
（本申請書の様式、順序及びゴシック文字は勝手に変更しないでください。 

※記号部分は記入しないでください） 

 

※ 申請案号  

※ 申請日期  

※ 分    類  

一、植物種類： 

  学名：  

   中名： 

   英名： 

 

二、品種名称： 

   中名： 

   英名： 

 

三、申請人：（共  人） 

姓名又は名称：（中文/英文）（署名）身分証又は登記証字号： 

 

 

□ 指定              送達を受けるべき者 

代表人：（中文/英文）（署名） 

住居所又は営業所住所：（中文/英文） 

国  籍：（中文/英文） 

電話/携帯/FAX：  

E-MAIL：   
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(2) 植物の種類、学名及び品種名称 

(3) 権利期間 

(4) 品種権を共有するときは、各共有者の持分 

(5) 証書番号 

(6) 発行日 

 

第24条 品種権証書又は種苗業登記証を紛失又は毀損したときは、品種権者又は種苗業者

は、理由を明記して主管機関に再発行又は更新して再発行を申請するものとする。 

 

第25条 本細則は法施行の日から施行する。 

③品種権申請書 

 

1.植物品種権申請書 
（本申請書の様式、順序及びゴシック文字は勝手に変更しないでください。 

※記号部分は記入しないでください） 

 

※ 申請案号  

※ 申請日期  

※ 分    類  

一、植物種類： 

  学名：  

   中名： 

   英名： 

 

二、品種名称： 

   中名： 

   英名： 

 

三、申請人：（共  人） 

姓名又は名称：（中文/英文）（署名）身分証又は登記証字号： 

 

 

□ 指定              送達を受けるべき者 

代表人：（中文/英文）（署名） 

住居所又は営業所住所：（中文/英文） 

国  籍：（中文/英文） 

電話/携帯/FAX：  

E-MAIL：   
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四、育種者：（共  人）  

姓名：（中文/英文）  身分証字号： 

住居所又は営業所住所：（中文/英文） 

国  籍：（中文/英文） 

 

五、申請代理人：    

姓名又は名称：（中文/英文）（署名） 身分証又は登記証字号： 

 

代表人：（中文/英文）（署名） 身分証字号：  

住所：   

電話/携帯/FAX：  

E-MAIL： 

 

六、声明事項： 
   申請人は品種申請権の全部を有し，その他の共有人はいない。 

   植物品種及び種苗法第十二条第二項の期間を超過していないこと

を主張する： 

  国外で普及又は販売を開始した日：  年  月  日。 

  国内で普及又は販売を開始した日：  年  月  日。 

  まだ開始していない。 

   植物品種及び種苗法第十七条の優先権を主張する： 

受理国家：         

申請日：  年  月  日 

申請案号： 

   植物品種審議委員会組織及び審査弁法第九条第一項書面審議を採

用すべきでと主張する。 

   遺伝子組換え植物ではない。 

   その他： 

七、添付書類: 
  1、品種説明書(    )頁及び品種特性カラー写真各十部及び品種特

性のカラー写真の CD 一部（写真 3枚は JPG にしてください） 。 

  2、申請人の身分証又は法人団体登記証のコピー一部。 

  3、申請人が品種申請権を有していることの証明文書（申請人が育

種者でないときは添付すること）。 

  4、外国人国籍証明書又は法人、団体証明文書一部。 

  5、委任書一部（委任代理人者）。 

  6、代理人の身分証又は法人団体登記証コピー一部。 

  7、植物品種審議委員会組織及び審査弁法第九条第一項の書面審議

を採用すべきと主張するときは，認証を得た特性検定報告書十

部。 

  8、優先権を主張する証明文書の正本一部、中国語訳本一部。 

  9、遺伝子組換え植物は中央主管機関の許可を得て圃場試驗のため

の審査を通過した証明文書，及び中央目的事業主管機関が審査

のうえ許可したことの同意文書。（遺伝子組換え植物でないこ

とを声明していないときは添付すること） 

  10、国外輸入植物品種の品種権証明書のコピー一部、認証を得た授

権書の正本一部及びその中国語訳本各一部。 

  11、その他： 
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四、育種者：（共  人）  

姓名：（中文/英文）  身分証字号： 

住居所又は営業所住所：（中文/英文） 

国  籍：（中文/英文） 

 

五、申請代理人：    

姓名又は名称：（中文/英文）（署名） 身分証又は登記証字号： 

 

代表人：（中文/英文）（署名） 身分証字号：  

住所：   

電話/携帯/FAX：  

E-MAIL： 

 

六、声明事項： 
   申請人は品種申請権の全部を有し，その他の共有人はいない。 

   植物品種及び種苗法第十二条第二項の期間を超過していないこと

を主張する： 

  国外で普及又は販売を開始した日：  年  月  日。 

  国内で普及又は販売を開始した日：  年  月  日。 

  まだ開始していない。 

   植物品種及び種苗法第十七条の優先権を主張する： 

受理国家：         

申請日：  年  月  日 

申請案号： 

   植物品種審議委員会組織及び審査弁法第九条第一項書面審議を採

用すべきでと主張する。 

   遺伝子組換え植物ではない。 

   その他： 

七、添付書類: 
  1、品種説明書(    )頁及び品種特性カラー写真各十部及び品種特

性のカラー写真の CD 一部（写真 3枚は JPG にしてください） 。 

  2、申請人の身分証又は法人団体登記証のコピー一部。 

  3、申請人が品種申請権を有していることの証明文書（申請人が育

種者でないときは添付すること）。 

  4、外国人国籍証明書又は法人、団体証明文書一部。 

  5、委任書一部（委任代理人者）。 

  6、代理人の身分証又は法人団体登記証コピー一部。 

  7、植物品種審議委員会組織及び審査弁法第九条第一項の書面審議

を採用すべきと主張するときは，認証を得た特性検定報告書十

部。 

  8、優先権を主張する証明文書の正本一部、中国語訳本一部。 

  9、遺伝子組換え植物は中央主管機関の許可を得て圃場試驗のため

の審査を通過した証明文書，及び中央目的事業主管機関が審査

のうえ許可したことの同意文書。（遺伝子組換え植物でないこ

とを声明していないときは添付すること） 

  10、国外輸入植物品種の品種権証明書のコピー一部、認証を得た授

権書の正本一部及びその中国語訳本各一部。 

  11、その他： 
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④ 品種権申請書記入例（ドリテノプシス） 
 
 
⑥ 品種説明書記入例（ドリテノプシス） 
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⑤ 品種説明書 

 

2.植物品種説明書 
（本申請書の様式、順序及びゴシック文字は勝手に変更しないでください） 

一、植物種類： 

  学名： 

中名： 

   英名： 

 

二、品種名称： 

   中名： 

   英名： 

 

三、申請人：（共  人） 

姓名又は名称：（中文/英文）   身分証又は登記証字号： 

 

 

代表人：（中文/英文） 

住居所又は営業所住所：（中文/英文） 

 

国  籍：（中文/英文） 

電話/携帯/FAX：  

E-MAIL：   

●育種者：（共  人）  

姓名：（中文/英文）  身分証字号： 

  住居所又は営業所住所： 

 

国  籍：（中文/英文） 
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⑤ 品種説明書 

 

2.植物品種説明書 
（本申請書の様式、順序及びゴシック文字は勝手に変更しないでください） 

一、植物種類： 

  学名： 

中名： 

   英名： 

 

二、品種名称： 

   中名： 

   英名： 

 

三、申請人：（共  人） 

姓名又は名称：（中文/英文）   身分証又は登記証字号： 

 

 

代表人：（中文/英文） 

住居所又は営業所住所：（中文/英文） 

 

国  籍：（中文/英文） 

電話/携帯/FAX：  

E-MAIL：   

●育種者：（共  人）  

姓名：（中文/英文）  身分証字号： 

  住居所又は営業所住所： 

 

国  籍：（中文/英文） 
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四、品種の来歴、育成又は発現の経過：(主要過程項目の時

間、地点及び内容を含む) 

 

五、栽培試験報告： 

（一） 栽培試験時間及び地点 

（二） 対照品種 

（三） 繁殖方法 

（四） 主要特性の説明 

（五） 申請品種及び対照品種の特性対照表(申請品種の屬する屬又は種

がすでに試験検定方法があるときは，関連する特性調査表に基づ

いて記入；なお試験検定方法がないときは，申請品種及び対照品

種に関連する植物学的特性及び作物特性の対照表を提供する) 

（六） 結論： 

1. 区別性： 

2. 均一性： 

3. 安定性： 

 

六、栽培で注意すべき事項： 

 

 

七、品種特性のカラー写真： 

（一） 申請品種の全株の写真 

 

 

 

 

（二） 申請品種の主要特性の特写（枚数が多くても可） 

 

 

 

 

（三） 対照品種の全株の写真 

 

 

 

 

（四）対照品種の主要特性の特写（枚数が多くても可） 
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四、品種の来歴、育成又は発現の経過：(主要過程項目の時

間、地点及び内容を含む) 

 

五、栽培試験報告： 

（一） 栽培試験時間及び地点 

（二） 対照品種 

（三） 繁殖方法 

（四） 主要特性の説明 

（五） 申請品種及び対照品種の特性対照表(申請品種の屬する屬又は種

がすでに試験検定方法があるときは，関連する特性調査表に基づ

いて記入；なお試験検定方法がないときは，申請品種及び対照品

種に関連する植物学的特性及び作物特性の対照表を提供する) 

（六） 結論： 

1. 区別性： 

2. 均一性： 

3. 安定性： 

 

六、栽培で注意すべき事項： 

 

 

七、品種特性のカラー写真： 

（一） 申請品種の全株の写真 

 

 

 

 

（二） 申請品種の主要特性の特写（枚数が多くても可） 

 

 

 

 

（三） 対照品種の全株の写真 

 

 

 

 

（四）対照品種の主要特性の特写（枚数が多くても可） 
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